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記載例 ① 

 
 
提出書類① 

平成２７年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

今年の年末調整を行う方は、扶養家族のいない方もこの申告書の提出が必要です 

 

注意 1・・・平成 27年分扶養控除等申告書の提出が無いと，年末調整ができません 

注意 2・・・（103 万を超え、１４１万円未満の収入のある配偶者については、 

提出書類⑤給与所得者の配偶者特別控除申告書へ記入し配偶者特別控除のみを受ける事となります。 

 

《27年中に扶養親族が減った方》 

扶養親族の減った方は、申告書右の「異動月日及び事由」の欄へ氏名とその理由を記入して下さい。 

例:H27年〇月〇日就職・離婚・死亡により除外 等 

 

《27年中に扶養親族に追加のあった方》 

申告書の対象となる扶養親族の「異動月日及び事由」の欄へ内容を記入して下さい。 

 例:H27年〇月〇日結婚・出生 等 

 

提出書類② 

収入のある配偶者・扶養親族について 

本年分収入(見込み)のわかる書類(勤務先からの給与支払見込証明・年金振込額通知の写しなど)を提出して下さい。 

提出書類③ 

本人および扶養親族のうち、障害者の方について 

障害者手帳の写し・・・申告書にのり付けはしないで下さい。 

 

 

 

朱肉で押印して下さい（シャチハタ不可） 
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記載例 ② 

 

 

 

提出書類④ 
平成２８年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書  

全社員が提出対象：年末調整を受けない方や、扶養家族のいない方も、この申告書は提出が必要です 

来年１月以降の給与算定に使用する申告書です。 

提出が無いと来年 1 月以降の給与に関し、正しい所得税の計算ができません。 
 

 

 
 

※平成 28 年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書から、マイナンバーの記入が必要となり 12 桁の個

人番号欄が設けられました。 

但し本年は別封筒（オレンジ色の封書）でお届けした『マイナンバー報告書』で、皆様のマイナンバーと身元

の確認を実施いたします。 

・・・よって今回は個人番号欄を記入する必要はありません。 

  

記載例にある個人番号欄は 

現段階は記入不要とします 

朱肉で押印して下さい（シャチハタ不可） 

記載例にある個人番号欄は現段階は記入不要とします 
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記載例 ③ 
提出書類⑤ 

２７年分 生命保険、損害保険等の保険料控除証明書（領収書では不可です） 

・・・申告書にのり付けはしないで下さい。 

 

平成２７年 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 

・・・申告書にのり付けはしないで下さい。 

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書については、裏面《日本年金機構からのお知らせより抜粋》資料もご参照ください。 

 

 

提出書類⑥ 
平成２７年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 

配偶者特別控除を受ける場合（103 万を超え１４１万円未満の収入のある配偶者）は、本年分収入(見込み)のわかる書類 

(勤務先からの給与支払見込証明・年金振込額通知の写しなど)を提出して下さい。 

 

 

 
 

 

 

 

  

あなたの本年の所得金額の見積もり欄は記入不要です 

朱肉で押印して下さい 

（シャチハタ不可） 
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《日本年金機構からのお知らせより抜粋》 
 

 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行について 

• 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。 

• 年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。 

• 平成 2７年 10月 3０日に発送しています。（11 月発行分） 
 

 
 

 

 
 


